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共用型認知症対応型デイサービスセンター なの花 

「共用型指定認知症対応型通所介護・共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」 

 重要事項説明書 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して、指定通所介護サービス又は指定介護予防通所介護サービスを提供しま

す。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

１．事業者 

 （１）法人名        社会福祉法人 町屋福祉会 

 （２）法人所在地      福井県福井市松本１丁目３６番１５号 

 （３）電話番号       ０７７６－２６－６２８０ 

 （４）代表者氏名      理事長 石田 次男 

 （５）設立年月       昭和４７年１０月１６日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類     共用型指定認知症対応型通所介護事業所 

共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所   

              平成２７年１０月 １日指定  福井県１８９０１００２４９号 

（３）事業所の名称     共用型認知症対応型デイサービスセンター なの花 

（４）事業所の所在地    福井県福井市加茂河原３丁目１－２２ 

（５）電話番号       ０７７６－３６－８７８４ 

（６）管理者氏名      津田 豊久 

（７）当事業所の運営方針   認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、共同生

活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他

の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを

目的とします。また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと

連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。               

（８）開設年月日      平成２７年１０月 １日 

（９）利用定員       １日 ７名 

（１０）事業所が行っている他の事業 

 〔地域密着型特別養護老人ホーム〕 平成２０年５月１日指定  福井県１８９０１００２４９号 

 〔短期入所生活介護〕       平成２０年５月１日指定  福井県１８７０１０２０７４号 

 〔介護予防短期入所生活介護〕   平成２０年５月１日指定  福井県１８７０１０２０７４号 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（第 １８９０１００２４９ 号） 
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３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域  福井市 

（２）営業日及び営業時間帯 

   ＜営業日＞ 月・火・水・木・金・土  ＜営業時間＞ 午前９：００～午後５：００ 

尚、利用者の希望により延長を行った場合は午後８時００分までとします。但し、職員体制上 

希望に沿えない場合があります。 

         

４．職員の配置状況 

当事業所では、ご契約者に対して共用型指定認知症対応型通所介護サービス及び共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

 

 ＜主な職員の配置状況＞ ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

             職務の内容        常勤          非常勤     

管理者     業務の一元的な管理         １名（但し兼務）           

生活相談員   生活相談及び指導          １名（但し兼務）         

機能訓練指導員 日常生活の機能訓練         １名（但し兼務）       

介護職員    入浴・食事・排泄等の介護     １０名以上（但し兼務）（常勤換算にて） 

＊非常勤含む       

看護職員    日常生活の介護及び健康管理     １名以上（但し兼務） 

 

   ＊従業員は併設の地域密着型特別養護老人ホームと兼務となります。 

  

５．当事業所が提供するサービス内容 

（１）送迎 

① 送迎車により、事業所と自宅との間をおこないます。 

② 通常の営業時間の利用の方を送迎します。 

（２）食事 

利用者に合った食事を提供します。 

（３）入浴 

見守りや直接介助により、入浴を提供します。 

（４）機能訓練 

通所介護計画に基づき、計画的に機能訓練を行い、日常生活動作の維持及び低下の防止に努めま

す。 

（５）生活相談 

事業所の従業者はもとより、関係機関等と連絡調整し、生活の向上を目指します。 

（１） レクリェーション 

① 併設施設において実施される行事などに参加することが出来ます。 

② 行事によっては、別途参加料がかかるものもあります。 

（７）排泄 

随時、排泄介助をいたします。（オムツ利用の方は持参ください） 
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（８）健康チェック 

   血圧測定、全身状態の把握等をします。 

６．利用料金 

 

７．利用料金のお支払い方法（契約書第１１条参照） 

   前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月２５日までに 

以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

   ア．下記指定の預金口座振替依頼書により自動引落し 

       福井ネット（株） 

イ 直接現金払いとする。 

 

８．利用の中止、変更、追加（契約書第７条参照） 

  （１）利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービス又は介護予防通所介護サービ 

スの利用を中止、変更することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者 

に申し出てください。 

  （２）月のサービス利用日や回数については、契約者の状態の変化、通所介護サービス計画又は介 

護予防サービス計画に位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあ 

ります。 

 （３）契約者の体調不良や状態の改善等により介護予防通所介護計画に定めた期日よりも利用が少

なかった場合、又は介護予防通所介護計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割り

での割引又は増額はしません。 

（４）ご契約者の状態の変化等により、サービス提供量が、通所介護計画又は介護予防通所介護計

画に定めた実施回数、時間数等を大幅に上回る場合には、居宅介護事業所又は介護予防支援事業 

者と調整の上、介護予防サービス計画の変更又は要支援認定の変更申請、要介護認定申請の援 

助等必要な支援を行います。 
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（５）要支援の場合は、月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり、月の 

途中で終了した場合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行 

いません。 

一 月途中に要介護から要支援に変更となった場合 

二 月途中に要支援から要介護に変更となった場合 

三 同一保険者管内での転居等にいり事業所を変更して場合 

（６）月途中で要支援度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単位に基づいて 

利用料を計算します。 

（７）サービス利用の変更の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間にサ 

－ビスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に掲示して協議します。 

                            

９．サービス利用に当たっての留意事項 

① 利用者又は利用者又は利用者代理人、その家族は、体調の変化があった際には事業所の従業者

にご一報下さい。 

② 利用者は、事業所内の機器及び器具を利用される際、必ず従業者に声をかけてください。 

③ 事業所内での金銭及び食物等のやり取りは、ご遠慮下さい。 

④ 従業者に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。 

⑤ お弁当の持ち込みはご希望により応じておりますが、持ち込まれた弁当等の管理や衛生面、及 

びこれに関わる事故（食中毒等）につきましては、責任を負いかねますのでご了承下さい。 

 

１０．非常災害対策 

事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡

を密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基づき、年２回利用者

及び従業者などの訓練を行います。 

 

１１．緊急時の対応 

サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医や協力医療

機関の連絡をとるなど必要な措置を講じます。 
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１２．事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町、関係医療機関等への連絡を行うなど

必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合

には、損害賠償を速やかに行います。 

 

１３．身体拘束の禁止 

原則として、利用者の事由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ

十分な説明をし、同意を得ると共に、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由について記録します。 

 

１４．衛生管理 

  ① 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め

るとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

② 食中毒及び感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講じる。また、これからを防

止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を

保ちます。 

③ 管理者は従事者に対して、衛生管理、又は食中毒及び感染症に関する研修を定期的に実施し、

従事者が必要な知識を習得するための措置を適切に講じます。 

 

１５．秘密の保持と個人情報 

 

 （秘密保持） 

① 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定し

た「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、

適切な取扱いに努めるものとする。 

② 事業者及び事業者の使用する（以下「従業員」という。）は、サービス提供中をする上で知り得た

利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 

④ 事業者は、従事者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者であ

る期間及び従事者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従事者の雇用契約

の内容とします。 

 

（個人情報） 

⑥ 事業者は、利用者から予め文章で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の

個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文章で同意を得ない限

りサービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。 

⑦ 事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるもの他，電磁的記

録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩

を防止するものとします。 
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⑧ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の

結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成

に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。 

 

１６．苦情相談窓口 

 

（１）当事業所におけるサービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

ご利用相談室 窓口担当者： 三島藍子（生活相談員） 

ご利用時間  月～金曜日  ８時３０分～１７時３０分 

ご利用方法    電話   ０７７６－３６－８７８４ 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

要望苦情等の内容      窓   口     Ｔ Ｅ Ｌ 

福祉サービス全般 
福井県社会福祉協議会 

運営適正委員会窓口 
０７７６－２４－２３３９ 

介護保険サービス 福井市介護保険担当課 ０７７６－２０－５７１５ 

介護保険サービス 
福井県国民健康保険団体連合会 

苦情処理窓口 
０７７６－５１－１６１４ 

 

 

※苦情処理第三者委員 

   氏名 ： 田嶋 里美  住所 ：918-8204 福井市南四ツ居一丁目 6－12   

   電話番号 ： ０７７６－５３－０４６８ 

公平中立な立場で、苦情を受け付け相談に乗っていただける委員です。 

 

 

１７．損害賠償について 

当事業所において、事業所の責任により利用者に生じた損害については、速やかにその損害を賠

償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、損害の発生について、ご利用者様に故意又は過失が認められた場合には、利用者様の置

かれている心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業所の損害賠償責

任を減じられます。 

 

 


